
当日資料 

新庁舎備品（その１）の契約解除について 

 

1. 経過 

 7/7 入札（５者指名） 

 7/10 仮契約 

 7/16 議決 

 7/17 契約締結（㈱三浦商店） 

契約金額 21,972,500 円（落札率 81.76％） 

 8/4 納入承認願い受領 

発注時に見積要領書で町から提示しているメーカーと違う物品を納入しようと

する場合に、仕様比較等の資料を添付し、同等品以上の物品であることの承諾を

得るための書類。 

 8/20 納入承認願い結果通知 

受領した承認願いの規格、寸法、材質及び使い勝手等の仕様を一品ごとに確認

し、承認願いのあった物品全てが同等品以上とは認められない通知。 

 8/24 納入不可通知（契約履行不可） 

事業者から少しでも安く良い品物を納めるため同等品を選定したが、町が求め

る備品を取り揃えることは難しいと判断した旨の通知を受領。 

 8/31 契約審査会（契約解除について決定） 

契約書第 11 条第１項「発注者は、納入者が次のいずれかに該当する場合は、

この契約を解除することができる。」及び同項第２号「納入期限内に物品を納入す

る見込みがないと認められるとき。」に該当することを契約審査会で決定。また、

契約書第 12 条に規定する損害賠償は請求しないことも契約審査会で決定。 

 8/31 契約解除通知 

契約解除の通知。これにより、契約が存在しなかったことと同様の法律効果。 

 9/10 入札（予定） 

前回入札と納期限や物品・数量・機種等に変更はなく、再度、入札を実施す

る。行政実例（自治体の照会に対する国の回答通知）及び契約事務講師への照会

により、先の入札結果の次点者と随意契約をする場合は、落札金額（先の契約金

額）以内での契約をする必要があることから、再度、入札を行うもの。 

 9/24 議会提案 

落札者決定後、仮契約を締結し、９月最終日（24 日）議会において財産取得の

件を提案予定。 
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